
2
9
 
町
村
制
疑
義
伺
 
 

熊
野
町
役
場
文
書
（
明
治
四
十
三
）
 
 

庶
第
二
四
五
号
 
 

伺
書
 
 

左
記
ノ
件
疑
義
ノ
廉
有
之
候
間
此
段
及
御
伺
中
上
候
也
 
 

安
芸
郡
役
所
 
 御

中
 
 

町
村
制
疑
義
伺
ノ
件
 
 

■
圧
・
 
 

間
町
村
制
第
十
七
条
○
議
員
中
二
欠
員
ア
ル
ト
キ
補
欠
選
挙
ヲ
 
 

r
り
、
 
 
 

行
フ
ト
キ
ハ
選
挙
人
名
簿
ハ
欠
員
老
ヲ
選
挙
シ
タ
ル
当
時
ノ
 
 

マ
マ
 

新
 
 
 

村
簿
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
補
欠
拳
ヲ
行
フ
ト
キ
ノ
名
 
 
 

蒋
ヲ
用
ユ
ル
ヤ
 
 

述
フ
ル
ト
キ
ハ
 
D
 
 
 

余
力
町
村
制
ヲ
解
釈
シ
意
見
ト
シ
テ
○
旧
名
簿
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
 
 
 

当
然
ナ
リ
ト
考
フ
 
 

選
挙
掛
ハ
。
 
 

問
町
村
制
第
二
十
条
中
0
町
村
長
選
挙
人
中
ヨ
‖
り
二
名
若
ク
 
ハ
 
 

指
名
d
 
 
 

四
名
ヲ
選
任
ス
ト
ア
リ
左
ス
レ
ハ
選
挙
前
日
ニ
．
人
選
ス
ル
 
 
 

ヲ
要
ス
何
ト
ナ
レ
バ
選
挙
掛
ハ
町
村
制
第
二
十
三
条
末
項
ノ
 
 

第
四
葦
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 
 

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
日
 
 

熊
野
村
役
場
 
 

投
票
ノ
受
理
井
二
効
力
二
閑
ス
ル
事
項
ヲ
仮
議
決
ス
ル
権
限
 
 
 

ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
之
ガ
判
断
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
 
 
 

サ
レ
バ
ナ
リ
ト
考
7
余
力
愚
見
ヲ
述
プ
之
レ
如
何
 
 

問
町
村
制
第
二
十
条
明
文
二
選
挙
掛
ハ
町
村
長
二
於
テ
臨
時
二
 
 

甲
 
 
選
挙
人
中
ヨ
リ
二
名
若
ク
ハ
四
名
ヲ
選
任
シ
ー
ア
リ
之
ヲ
b
 
 
 

シ
仮
令
ハ
 
ロ
 
 
 

者
ハ
。
 
 

狭
義
二
解
釈
二
一
級
選
挙
会
二
対
シ
テ
ハ
二
級
公
民
中
ヨ
リ
 
 

乙
。
 
 
 

選
任
ス
ル
ヲ
当
然
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
□
者
ハ
広
義
二
解
釈
シ
仮
 
 
 

令
二
一
級
選
挙
会
二
対
シ
選
挙
掛
ヲ
選
任
ス
ル
ニ
当
り
之
レ
 
 

可
ナ
リ
抱
囲
ヲ
広
タ
ッ
チ
。
 
 
 

二
級
又
ハ
 
①
 
 

ヲ
二
級
公
民
ヨ
リ
選
任
ス
ル
モ
○
適
任
ナ
ル
選
挙
掛
ヲ
得
ル
 
 即

ナ
ウ
 
 
 

以
テ
。
 
 

ヲ
○
当
然
ナ
リ
ー
云
7
余
ガ
意
見
ト
シ
テ
ハ
狭
革
軍
華
甲
ノ
 
 

即
チ
D
 
 

深
ク
。
 
 
 

意
見
モ
理
ア
ル
ー
錐
ト
キ
又
広
義
論
者
○
乙
ノ
意
見
ニ
○
同
意
 
 
 

ス
ル
ナ
リ
之
レ
如
何
 
 

問
町
村
制
第
二
十
二
条
係
長
ハ
選
挙
人
名
簿
二
照
シ
テ
ト
ア
リ
 
 

押
捺
ス
ル
8
 
 
 

左
ス
レ
バ
之
ガ
証
ト
シ
テ
選
挙
人
ノ
実
印
○
ヲ
要
ス
ル
ヤ
否
 
 
 

ヤ
 
 

問
町
村
制
第
二
十
二
条
係
長
ハ
名
簿
二
照
シ
テ
之
ヲ
受
ケ
封
絨
 
 
 

ノ
債
投
票
函
二
投
入
ス
可
シ
ト
ア
リ
左
ス
レ
ハ
係
長
自
ラ
之
 
 
 

ヲ
受
領
シ
テ
投
票
函
二
投
入
ス
ル
ヲ
当
然
ナ
リ
ト
信
ス
既
往
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Ⅰ
 
資
 
料
 
編
 
 

ノ
例
二
依
レ
バ
選
挙
人
二
段
入
サ
シ
プ
ア
ル
ー
思
フ
之
レ
如
 
 
 

何
 
 

問
町
村
制
第
二
十
四
条
選
挙
ハ
撰
挙
人
自
ラ
之
ヲ
行
フ
可
シ
ト
 
 
 

ア
リ
然
レ
ハ
投
票
ハ
白
書
ス
ル
モ
ノ
、
如
ク
ニ
解
セ
リ
然
ル
 
 

ニ
既
往
ノ
選
挙
ヲ
見
ル
ニ
選
挙
会
場
内
二
於
テ
選
挙
掛
又
ハ
 
 
 

選
挙
事
務
員
二
代
苔
セ
シ
メ
投
票
ス
ル
ノ
例
ア
リ
之
レ
制
文
 
 
 

二
見
へ
サ
ル
カ
遵
法
ナ
キ
ヤ
 
 

問
町
村
制
二
明
文
ナ
キ
モ
ノ
、
如
シ
然
ル
ニ
自
書
ス
ル
能
ハ
サ
 
 

選
挙
人
ノ
意
見
ヲ
閉
塞
ニ
 
 
 

選
挙
人
ノ
。
 
 

ル
ー
タ
メ
ニ
書
記
数
名
ヲ
選
挙
会
場
二
置
キ
．
代
書
セ
シ
メ
本
 
 

投
。
 
 
 

人
ヲ
シ
テ
投
票
函
ニ
q
入
セ
シ
ム
ル
例
往
々
ア
リ
之
等
ハ
町
 
 
 

村
制
第
二
十
四
条
二
抵
触
ノ
恐
ナ
キ
ヤ
 
 

問
制
文
ニ
ハ
見
サ
ル
ガ
既
往
ノ
選
挙
ヲ
徴
ス
ル
ニ
選
挙
掛
ヲ
シ
 
 

選
挙
人
ヨ
リ
被
蓮
人
氏
名
ノ
。
 
 
 

テ
自
書
出
来
サ
ル
D
指
定
ヲ
受
ケ
代
書
セ
シ
メ
選
挙
人
ヲ
シ
 
 
 

テ
投
票
ス
ル
ノ
例
ア
リ
遵
法
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヤ
余
力
愚
案
シ
テ
 
 
 

述
フ
ル
ト
キ
ハ
選
挙
掛
ハ
会
場
取
締
ノ
任
ア
ル
一
人
ナ
リ
左
 
 
 

ス
レ
バ
選
挙
掛
力
代
書
ス
ル
ハ
穏
当
ナ
ラ
ズ
考
へ
之
レ
如
何
 
 

問
町
村
制
第
二
項
ノ
四
ノ
法
文
ニ
ハ
被
選
人
氏
名
ノ
外
他
事
ヲ
 
 

住
所
身
分
 
 
記
入
ス
ル
モ
ノ
ハ
投
票
無
効
ナ
ル
ー
ア
リ
左
ス
レ
バ
○
爵
位
 
 
 

勲
功
又
ハ
殿
様
等
ノ
尊
号
ヲ
記
シ
ァ
ル
モ
／
モ
勿
論
無
効
ナ
 
 
 

ル
モ
ノ
ノ
如
ク
思
ハ
ル
 
（
素
ヨ
リ
諸
文
二
定
メ
ア
ル
モ
ノ
ナ
 
 

衆
議
院
前
‥
‖
選
挙
法
椚
五
十
八
粂
ノ
五
。
 
 
 

ル
ガ
D
府
県
制
第
二
十
七
粂
ノ
五
及
郡
制
第
十
六
条
ノ
五
ニ
 
 
ハ
何
レ
モ
選
挙
人
氏
名
ノ
外
他
事
ヲ
記
入
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
無
 
 

爵
位
職
業
身
分
 
 
 

効
ト
シ
住
所
又
敬
称
ノ
摂
ヲ
記
入
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
 
 
 

ラ
ズ
ア
リ
）
之
レ
如
何
 
 

問
町
村
制
第
二
十
五
条
中
町
村
会
ノ
諌
決
二
依
り
区
画
ヲ
定
メ
 
 

三
年
毎
。
 
 
 

選
挙
分
会
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
得
ト
ア
リ
左
ス
レ
バ
○
選
挙
二
際
 
 
 

シ
決
議
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
如
何
 
 

問
町
村
制
二
第
二
十
五
条
第
二
項
ノ
分
会
ノ
係
長
及
選
挙
掛
ハ
 
 
 

分
会
ノ
選
挙
ヲ
閉
鎖
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
投
票
函
ヲ
本
会
へ
同
道
 
 

法
文
ニ
ア
ル
ザ
ル
ガ
。
 
 
 

護
送
ス
ル
ノ
例
ナ
ル
ガ
○
当
然
ナ
ル
ヤ
余
ノ
意
見
ト
シ
テ
 
ハ
 
 
 

当
然
ナ
リ
ト
考
フ
 
 

問
町
村
制
第
二
十
五
条
第
三
項
二
依
り
分
会
ノ
係
長
及
選
挙
掛
 
 
 

分
会
ノ
投
票
函
ヲ
本
会
へ
護
送
シ
分
会
ノ
任
ヲ
了
へ
ク
ル
后
 
 
 

チ
本
会
二
於
テ
開
票
ス
ル
ト
キ
ハ
本
会
係
長
ハ
開
票
事
務
ヲ
 
 
 

取
扱
ハ
シ
テ
違
法
ナ
キ
ヤ
 
 

及
第
〓
十
三
粂
ノ
b
 
 

問
町
村
制
第
二
十
条
．
法
文
二
選
挙
掛
ノ
権
限
ヲ
指
定
シ
ア
リ
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然
ル
処
分
会
ノ
係
長
及
選
挙
掛
ガ
分
会
ノ
投
票
ヲ
護
送
シ
其
 
 
 

ノ
任
ヲ
了
へ
本
会
二
於
テ
集
票
ヲ
開
票
ス
ル
ト
キ
ニ
当
り
制
 
 
 

第
二
十
三
条
第
三
項
ノ
権
限
二
対
シ
本
会
ノ
選
挙
掛
ノ
員
：
 
 

J
Y
 
 
 

加
ハ
リ
意
見
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
出
来
ク
ル
ヤ
否
ヤ
 
 

選
挙
ヲ
d
 
 

問
制
文
ニ
ハ
ナ
キ
ガ
選
挙
係
長
ガ
．
ナ
ス
ト
キ
ハ
選
挙
掛
ノ
年
 
 

選
挙
係
二
 
 
 

長
者
ヲ
仮
係
長
三
叩
シ
置
キ
凸
其
旨
ヲ
告
ゲ
選
挙
ス
ル
ヲ
当
 
 
 

然
ナ
リ
ト
思
7
之
レ
如
何
 
 

問
制
文
三
見
セ
サ
ル
ガ
選
挙
掛
ガ
選
挙
ス
ル
ト
キ
ハ
其
旨
ヲ
 
 
 

係
長
二
告
ケ
置
キ
選
挙
ス
ル
ヲ
当
然
ナ
リ
ト
思
7
意
見
ヲ
請
 
 
 

フ
 
 

間
町
村
制
第
二
十
五
条
二
制
文
ア
ル
ガ
如
ク
町
村
ノ
区
域
広
澗
 
 
 

又
ハ
人
口
鯛
密
ナ
ル
タ
メ
分
会
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
其
係
長
ハ
本
 
 
 

会
ノ
区
域
内
ニ
ア
リ
叉
木
会
ノ
係
長
ハ
分
会
ノ
区
域
内
ニ
ア
 
 

来
会
及
分
会
ノ
 
 
 

リ
制
定
二
依
り
同
目
時
二
選
挙
会
ヲ
開
始
ス
ル
ノ
止
ヲ
得
サ
 
 
 

ル
ナ
リ
本
会
及
分
会
ノ
係
長
之
ガ
取
締
ノ
任
7
ル
以
上
ハ
共
 
 

催
チ
 
 
 

会
場
ヲ
退
去
ス
ル
コ
ト
出
来
ズ
本
会
ノ
係
長
ハ
分
会
ノ
選
挙
 
 
 

人
名
簿
中
ニ
ア
ル
モ
本
会
二
於
テ
選
挙
セ
サ
レ
バ
係
長
ノ
任
 
 

第
四
草
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

紡
凸
 
 
 

ヲ
○
欠
ク
モ
ノ
ナ
レ
バ
之
レ
止
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
考
フ
 
 

本
会
分
会
ヲ
問
ハ
ス
。
 
 
 

分
会
ノ
係
長
ニ
ア
ル
モ
又
D
選
挙
掛
モ
同
様
ナ
ラ
ズ
ヤ
 
 

問
町
村
ノ
区
域
広
澗
又
ハ
人
口
桐
密
ノ
タ
メ
本
会
及
分
会
ヲ
設
 
 
 

ケ
タ
ル
ト
キ
本
会
ノ
選
挙
掛
ヲ
分
会
ノ
区
域
内
ヨ
リ
選
任
シ
 
 
 

又
分
会
ノ
選
挙
掛
ヲ
本
会
ノ
区
域
内
ヨ
リ
選
任
シ
テ
差
支
ナ
 
 
 

キ
ヤ
 
 
 

余
力
意
見
ト
シ
テ
ハ
支
障
ナ
キ
モ
ノ
ト
思
フ
 
 

ヲ
。
 
 

以
上
 
 
 

歳
ナ
ル
モ
ノ
家
督
相
続
シ
テ
二
年
二
満
チ
サ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
 
 
 

公
民
権
ノ
有
無
如
何
 
 

間
新
刑
法
第
二
十
五
条
二
依
り
刑
ノ
執
行
ヲ
猶
予
セ
ラ
レ
タ
 
 

執
行
8
 

老
○
制
 
 
ル
q
無
論
猶
予
0
期
間
ハ
町
村
第
七
条
ヲ
具
備
セ
ル
モ
公
民
権
 
 

之
レ
ハ
 
 
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
新
刑
法
第
二
十
七
条
二
依
り
猶
予
期
 
 
 

間
ヲ
経
過
シ
テ
始
メ
テ
公
民
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
認
ム
 
 
 

念
ノ
タ
メ
意
見
ヲ
請
フ
 
 以

上
 
 

問
町
村
内
二
男
子
二
十
五
歳
ニ
 
 

国
税
二
円
以
上
納
ム
ル
モ
父
 
 

然
ル
二
中
途
 
 

ニ
〓
戸
ヲ
構
へ
サ
ル
ナ
リ
D
 
 
（
咋
汚
。
）
 
 

ウ
 
ハ
芥
七
姦
ヲ
 
父
 
（
戸
主
）
 
 

村
費
分
任
シ
 
 

シ
テ
二
年
以
来
○
地
租
又
直
接
 
 

ノ
家
二
在
り
故
二
別
 
 

具
備
セ
ル
モ
ノ
ナ
 
 

ロ
退
隠
シ
右
一
 
 
 ∴

 
ト
 
・
 
 

一
十
五
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Ⅱ
 
資
 
料
 
編
 
 

庶
第
一
五
入
号
 
 
 

明
治
四
十
三
年
二
月
廿
三
日
 
 

安
芸
郡
役
所
（
印
）
 
 
 

熊
野
村
役
場
御
中
 
 
 

町
村
制
二
関
ス
ル
件
二
付
回
示
 
 

本
月
本
日
付
庶
第
二
四
五
号
ヲ
以
テ
伺
出
ノ
件
ハ
左
記
ノ
通
り
 
 

存
慎
也
 
 

一
項
制
第
十
八
条
二
依
り
選
挙
ヲ
行
フ
毎
二
選
挙
原
簿
井
二
選
 
 
 

挙
人
名
簿
ヲ
調
製
ス
ル
ヲ
要
ス
 
 

二
項
制
第
二
十
条
二
依
り
選
挙
掛
ヲ
選
任
ス
ル
ハ
日
限
ノ
規
定
 
 

ナ
シ
一
員
ド
モ
可
成
選
挙
二
接
近
シ
テ
選
任
ス
ル
方
可
然
 
 

三
項
同
級
中
ノ
選
挙
人
二
限
ラ
ス
村
長
二
於
テ
適
任
卜
認
ム
ル
 
 

者
ヲ
選
任
ス
ル
ヲ
要
ス
 
 

四
項
選
挙
人
名
洋
二
選
挙
人
ノ
実
印
ヲ
押
捺
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
 
 

ニ
ア
ラ
ス
 
 
 

五
項
前
段
見
込
ノ
通
り
 
 

六
項
投
票
ヲ
自
書
ス
ル
能
ハ
サ
ル
老
ハ
選
挙
人
ノ
意
二
随
ヒ
選
 
 
 

挙
掛
二
於
テ
代
書
シ
之
ヲ
本
人
二
読
聞
セ
ク
ル
上
本
人
ヲ
 
 

シ
テ
掛
長
二
差
出
サ
シ
ム
ル
ハ
遵
法
土
石
7
ヲ
得
ス
 
 

七
項
八
項
ハ
前
項
二
俵
り
了
解
セ
ラ
ル
ヘ
シ
 
 

九
項
住
所
、
身
分
、
爵
位
、
勲
功
又
ハ
敬
称
ノ
類
ヲ
記
入
セ
ル
 
 

投
票
ハ
無
効
卜
云
フ
ヲ
得
ス
 
 

十
項
分
会
設
置
二
係
ル
従
前
ノ
議
決
ガ
一
時
的
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
 
 

見
込
ノ
通
り
 
 

十
一
項
見
込
ノ
通
り
但
制
第
廿
五
条
三
項
参
照
ノ
事
 
 

十
二
項
分
会
ノ
選
挙
掛
員
ハ
投
票
函
ヲ
本
会
二
送
致
ス
ル
ニ
止
 
 

メ
本
会
事
務
二
関
輿
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 

十
三
項
前
項
二
依
り
了
解
セ
ラ
ル
ヘ
シ
 
 

十
四
項
掛
長
自
ラ
投
票
ス
ル
場
合
ハ
助
役
ヲ
一
時
代
理
セ
シ
ム
 
 

ル
ハ
妨
ケ
ナ
キ
モ
選
挙
掛
貞
ヲ
掛
長
ト
ス
ト
ハ
不
可
然
 
 

十
五
項
見
込
ノ
通
り
 
 

十
六
項
選
挙
掛
長
及
選
挙
掛
員
ガ
投
票
ヲ
為
ス
ハ
其
本
会
又
ハ
 
 

分
会
ノ
所
属
区
域
二
限
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 

十
七
項
見
込
ノ
通
り
 
 

十
八
琴
一
年
以
来
間
断
ナ
ク
制
第
七
粂
中
日
⇔
臼
ノ
要
件
ヲ
具
 
 

備
ス
ル
ヲ
要
ス
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3
0
 
小
学
校
農
繁
期
休
業
許
可
 
 

熊
野
町
役
場
文
書
 
（
明
治
四
十
五
）
 
 

明
治
四
拾
五
年
六
月
八
日
 
 

熊
野
村
助
役
三
地
清
人
 
 

安
芸
郡
長
古
田
額
巳
殿
 
 
 

農
繁
期
学
校
休
業
許
可
稟
請
 
 

本
村
ハ
熊
野
尋
常
高
等
小
学
校
及
ビ
追
分
尋
常
小
学
校
共
左
記
 
 

ノ
通
り
休
業
致
度
候
間
明
治
参
拾
四
年
参
月
弐
拾
七
日
訓
令
甲
 
 

第
壱
参
号
小
学
校
学
期
教
授
ノ
時
刻
等
二
関
ス
ル
規
程
第
六
条
 
 

ノ
弐
二
依
り
両
学
校
長
卜
協
議
ノ
上
此
段
要
請
慎
也
 
 
 

一
児
童
全
部
 
 
 

一
六
月
拾
七
日
ヨ
リ
廿
六
日
迄
拾
日
間
 
 
 

指
令
学
第
一
二
七
〇
号
 
 

第
四
茸
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

十
九
項
見
込
ノ
通
り
 
 

追
テ
選
挙
分
会
ヲ
設
ク
ル
ニ
於
テ
ハ
其
分
会
二
要
ス
ル
選
挙
人
 
 

名
簿
モ
共
二
割
算
十
八
粂
ノ
手
続
ヲ
経
へ
キ
俵
二
付
為
念
申
加
 
 

侯
 
 

川
 
音
年
会
活
動
 
 「

芸
備
日
日
新
開
」
（
大
正
二
年
二
月
十
九
日
）
 
 
 

安
芸
郡
熊
野
相
通
信
 
 
 

村
内
新
宮
初
神
二
区
の
東
部
青
年
会
は
世
良
前
村
長
拘
引
せ
 
 

ら
れ
一
時
休
止
の
姿
な
り
し
に
現
村
長
伊
藤
太
三
郎
氏
に
依
り
 
 

再
興
せ
ら
れ
熊
野
村
青
年
会
と
称
し
 
 
 

新
宮
区
、
初
神
区
、
城
之
掘
区
、
出
来
区
、
 
 
 

呉
地
区
、
中
溝
区
、
萩
原
区
 
 

の
七
支
部
を
置
き
四
十
二
年
中
発
会
式
を
挙
げ
た
る
も
其
後
一
 
 
 

回
の
集
会
も
な
く
有
名
無
実
の
姿
と
な
り
し
を
新
宮
支
部
富
田
 
 
 

地
分
会
長
平
垣
内
菊
太
郎
氏
之
を
遺
憾
と
し
昨
年
基
本
財
産
積
 
 

熊
野
村
役
場
 
 

明
治
四
十
五
年
六
月
八
日
付
庶
第
一
〇
九
三
号
其
村
立
熊
野
尋
 
 

常
小
学
校
及
追
分
尋
常
小
学
校
全
部
ノ
児
童
授
業
休
止
之
件
申
 
 

請
之
趣
許
可
ス
 
 
 

明
治
四
十
五
年
六
月
十
四
日
 
 安

芸
郡
長
古
田
煩
巳
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3
2
 
学
齢
児
童
保
護
会
費
村
費
補
助
 
 

熊
野
町
役
場
文
書
（
大
正
二
）
 
 
 

学
齢
児
童
保
護
会
費
補
助
ノ
件
二
付
許
可
申
請
熊
野
村
学
齢
 
 

児
童
保
議
会
々
費
中
、
本
村
々
費
ヨ
リ
大
正
元
年
度
二
於
テ
左
 
 

記
ノ
金
額
ヲ
補
助
致
度
候
間
御
許
可
相
成
度
町
村
制
第
百
四
十
 
 

七
粂
二
依
り
申
請
及
フ
也
 
 

左
記
 
 

一
金
拾
円
也
 
 

大
正
二
年
二
月
 
 
日
 
 

熊
野
村
長
伊
藤
相
三
郎
 
 
 

安
芸
郡
長
古
田
頼
巳
殿
 
 

理
 
由
 
 

Ⅱ
 
資
 
料
 
編
 
 
 

立
法
を
設
け
此
七
日
（
旧
正
月
二
日
）
夕
よ
り
十
一
日
朝
迄
賀
 
 

茂
郡
西
高
屋
村
大
福
寺
永
沢
教
師
を
弛
し
て
説
教
を
聴
聞
し
た
 
 

り
又
新
宮
支
部
官
の
前
側
、
海
上
側
の
両
分
会
に
て
は
本
月
よ
 
 

な
わ
な
ひ
 
 

り
緯
絢
を
な
し
夜
学
を
始
め
た
り
支
部
中
比
較
的
に
発
達
せ
る
 
 

は
城
之
堀
、
出
来
の
両
区
な
り
 
 

熊
野
村
学
齢
児
童
保
護
者
会
々
費
中
、
村
費
ヨ
リ
補
助
ス
ル
理
 
 

由
ク
ル
ヤ
抑
モ
小
学
制
度
ヲ
布
カ
レ
国
民
教
育
及
道
徳
教
育
ヲ
 
 

国
民
ノ
 
 

普
及
セ
ラ
ル
ル
ハ
当
然
ノ
教
育
ニ
シ
テ
之
レ
義
務
ク
リ
左
レ
バ
 
 

生
徒
及
保
護
者
ク
ル
モ
ノ
貧
富
ノ
差
別
ナ
ク
六
ケ
年
間
此
教
育
 
 

ヲ
受
ケ
ル
モ
／
ク
リ
然
レ
バ
富
者
ハ
此
教
育
ヲ
受
ク
ル
モ
生
活
 
 

上
ニ
（
窮
）
状
ヲ
塁
セ
サ
ル
モ
貧
者
ハ
朝
二
霜
ヲ
頂
キ
ク
ニ
星
 
 

ヲ
見
テ
日
々
ノ
生
活
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
往
々
ア
リ
是
等
／
者
ノ
状
態
 
 

実
二
見
ル
ニ
忍
ヒ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
依
テ
之
等
ノ
児
童
ヲ
保
護
 
 

（
以
下
欠
）
 
 

指
令
庶
第
一
七
八
号
 
 

熊
野
村
役
場
 
 

大
正
二
年
二
月
三
日
庶
第
一
七
三
号
稟
請
学
齢
児
童
保
護
会
 
 

費
、
町
村
費
補
助
ノ
件
 
 

右
町
村
制
第
首
四
十
七
粂
二
依
り
之
ヲ
許
可
ス
 
 
 

大
正
二
年
二
月
十
三
日
 
 

安
芸
郡
長
古
田
頼
巳
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3
3
 
在
郷
軍
人
会
費
村
費
補
助
 
 

熊
野
町
役
場
文
告
（
大
正
二
）
 
 

在
郷
軍
人
会
費
補
助
ノ
件
二
付
許
可
申
請
 
 

帝
国
在
郷
軍
人
会
熊
野
村
分
会
々
費
中
、
本
村
々
費
ヨ
リ
大
正
 
 

元
年
度
二
於
テ
左
記
ノ
金
額
ヲ
補
助
致
虚
仮
間
御
許
可
相
成
鹿
 
 

町
村
制
第
百
四
十
七
条
二
依
り
申
請
及
慎
也
 
 

左
記
 
 

一
金
拾
円
也
 
 

大
正
二
年
二
月
 
日
 
 

熊
野
村
長
伊
藤
太
三
郎
 
 

安
芸
郡
長
古
田
頼
巳
殿
 
 

理
由
 
 
 

抑
モ
帝
国
在
郷
軍
人
会
熊
野
村
分
会
々
華
中
、
村
費
ヨ
リ
補
 
 
 

助
ス
ル
理
由
ク
ル
ヤ
軍
人
ハ
国
家
ノ
干
城
ク
リ
常
二
国
家
ヲ
 
 
 

保
護
シ
一
朝
事
起
ク
レ
ハ
出
テ
炎
熱
二
身
ヲ
晒
シ
寒
風
二
体
 
 
 

ヲ
露
ハ
シ
砲
煩
弾
雨
ノ
裡
二
勇
然
幣
戟
シ
死
生
ヲ
国
家
ノ
犠
 
 
 

牲
二
供
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス
ル
国
民
ノ
代
表
者
ナ
レ
バ
其
任
太
 
 
 

夕
重
大
ナ
リ
ー
ス
而
シ
テ
我
国
軍
制
ク
ル
ヤ
現
役
兵
ハ
僅
力
 
 

弟
四
章
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

3
4
 
青
年
会
責
村
費
補
助
 
 

熊
野
町
役
場
文
吉
（
大
正
二
）
 
 

青
年
会
費
補
助
ノ
件
二
付
許
可
申
請
 
 

熊
野
村
青
年
会
々
費
中
、
本
村
々
費
ヨ
リ
大
正
元
年
度
二
於
テ
 
 

左
記
ノ
金
額
ヲ
補
助
致
度
慎
間
御
許
可
相
成
鹿
町
村
制
第
盲
四
 
 

十
七
粂
二
依
り
申
請
及
慎
也
 
 

左
記
 
 
 

一
金
拾
円
也
 
 

ノ
兵
員
ニ
シ
テ
在
郷
兵
員
多
数
ナ
リ
ト
ス
故
二
一
朝
事
ア
ル
 
 

ニ
際
シ
軍
隊
ノ
編
成
ハ
在
郷
軍
人
ヲ
供
タ
サ
レ
バ
充
員
ス
ル
 
 

能
ハ
サ
ル
ナ
リ
イ
ヮ
ソ
ヤ
我
国
ハ
皆
国
挙
兵
ノ
制
ナ
リ
左
レ
 
 

バ
常
二
在
郷
軍
人
ヲ
シ
テ
軍
事
志
操
ヲ
修
養
シ
延
イ
テ
後
進
 
 

者
二
之
ガ
思
想
ヲ
普
及
セ
シ
ム
ル
ハ
在
郷
軍
人
会
ノ
整
否
二
 
 

因
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
斯
会
ノ
発
達
ヲ
期
セ
ン
タ
メ
本
村
ハ
村
費
 
 

ヨ
リ
熊
野
村
分
会
々
費
中
、
補
助
ヲ
ナ
シ
之
ガ
保
持
財
源
ノ
 
 

一
部
ヲ
瞥
ク
ル
所
以
ナ
リ
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大
正
弐
年
二
月
 
日
 
 

熊
野
村
長
伊
藤
太
三
郎
 
 

安
芸
郡
長
古
田
煩
巳
殿
 
 

理
由
 
 

熊
野
村
青
年
会
々
費
中
へ
村
費
ヨ
リ
補
助
ス
ル
理
由
ク
ル
ヤ
 
 

抑
モ
青
年
会
ハ
青
年
ヲ
修
養
シ
完
全
ナ
ル
国
民
ヲ
作
成
ス
ル
 
 

機
関
ニ
シ
テ
一
日
モ
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
要
具
ナ
リ
ト
ス
之
ガ
 
 

完
備
ヲ
要
ス
ル
ハ
時
世
ノ
一
大
急
務
ナ
リ
顧
ミ
ル
ニ
夙
二
小
 
 

学
制
度
（
布
カ
）
 
レ
隈
ナ
ク
之
ガ
設
置
ナ
キ
ハ
ナ
シ
普
ク
国
 
 

民
教
育
及
道
徳
教
育
ヲ
施
サ
ル
モ
出
テ
中
等
教
育
ヲ
受
ク
ル
 
 

モ
ノ
稀
ナ
リ
故
二
国
民
精
神
ヲ
修
養
シ
志
操
強
固
ナ
ル
完
全
 
 

ノ
国
民
ヲ
作
出
ス
ル
ハ
青
年
会
ヲ
供
タ
ザ
レ
バ
籠
ハ
ス
依
テ
 
 

本
村
ハ
村
費
ヨ
リ
青
年
会
々
費
中
へ
補
助
シ
斯
会
ノ
発
展
ノ
 
 

一
助
ト
ナ
ス
所
以
ナ
リ
 
 

3
5
 
道
路
改
修
 
 

「
芸
備
日
日
新
聞
」
（
大
正
九
年
二
月
二
日
）
 
 

道
路
改
修
に
関
す
る
上
申
書
 
 

矢
野
本
庄
熊
野
 
 

三
町
村
提
出
 
 

か
も
じ
 
 

奄
の
矢
野
筆
の
熊
野
よ
り
西
条
に
通
ず
る
里
道
の
不
便
ほ
夙
に
 
 

定
評
あ
る
処
な
る
が
産
業
の
発
展
に
伴
ひ
行
雄
運
輸
の
必
要
上
 
 

是
非
と
も
道
路
改
修
の
要
あ
る
よ
り
矢
野
本
庄
熊
野
の
三
ケ
町
 
 

村
長
は
左
記
上
申
書
を
県
知
事
宛
提
出
せ
り
 
 

上
 
申
 
書
 
 
 

安
芸
郡
矢
野
町
よ
り
本
庄
村
及
絹
野
町
を
経
て
賀
茂
郡
原
村
 
 
 

及
西
条
町
に
通
ず
る
里
道
ほ
従
来
自
然
の
地
勢
に
委
し
殆
ど
 
 

を
く
け
ん
あ
い
 
 
 

人
工
を
加
へ
ざ
る
の
状
態
な
り
し
を
以
て
崎
嘔
険
阻
壁
父
通
の
 
 
 

不
便
実
に
名
状
す
べ
か
ら
ず
為
に
人
文
の
開
発
産
業
の
発
達
 
 
 

を
阻
害
せ
ん
こ
と
蓋
し
鮮
少
に
無
之
鼓
に
於
て
明
治
三
十
七
 
 
 

年
よ
り
大
正
元
年
に
至
る
各
関
係
町
村
は
県
費
の
御
補
助
を
 
 
 

得
て
漸
く
巾
員
九
尺
に
改
修
し
以
て
今
日
に
及
ペ
り
由
来
矢
 
 
 

野
町
は
畿
熊
野
町
本
庄
村
は
毛
筆
の
産
地
に
有
之
近
年
何
れ
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安
芸
耶
矢
野
町
長
 
 

安
芸
郡
本
庄
村
長
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
長
 
 

広
島
県
知
事
若
林
賛
蔵
殿
 
 

も
製
産
高
を
増
加
し
共
産
額
各
百
万
に
垂
ん
と
し
海
内
第
一
 
 

の
産
地
と
称
せ
ら
る
1
の
盛
況
を
呈
し
行
旅
の
行
通
並
に
百
 
 

し
か
 
貨
の
運
輸
頓
に
繁
激
を
加
へ
加
之
も
又
陸
海
軍
の
諸
兵
賀
茂
 
 

郡
原
村
演
習
場
へ
行
軍
に
際
し
て
は
其
十
中
八
九
殊
に
砲
車
 
 

挽
串
の
如
き
は
鉄
道
線
路
に
沿
へ
る
国
道
通
過
は
危
険
の
故
 
 

を
以
て
全
部
本
道
路
を
通
過
す
る
の
状
態
に
し
て
今
や
一
大
 
 

改
修
の
急
を
要
し
目
下
関
係
町
村
よ
り
之
が
測
量
設
計
方
を
 
 

貴
官
に
上
申
中
に
有
之
候
得
共
到
底
軍
隊
並
に
地
方
の
要
求
 
 

す
る
道
路
の
改
修
ほ
関
係
町
村
の
経
済
上
よ
り
不
可
能
事
に
 
 

属
す
る
而
己
な
ら
ず
之
が
管
理
も
甚
だ
困
難
に
可
有
之
侯
に
 
 

付
実
情
御
明
察
の
上
御
考
慮
相
仰
ぎ
虔
此
段
上
申
慎
也
 
 
 

大
正
九
年
一
月
二
十
九
日
 
 

第
四
章
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 
 

伊
藤
富
三
郎
 
 

横
田
平
吉
 
 

阿
 
原
 
臣
 
 

3
6
 
実
業
補
習
学
校
設
定
 
 

熊
野
町
役
場
文
筈
 
（
大
正
九
）
 
 

実
業
補
習
学
校
設
定
ノ
件
 
 

大
正
九
年
度
ヨ
リ
熊
野
町
熊
野
実
業
補
習
学
校
ヲ
熊
野
尋
常
高
 
 

等
小
学
校
二
附
設
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 
 

学
則
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
 
 

大
正
九
年
二
月
二
十
三
日
提
出
 
 熊

野
町
長
阿
原
臣
 
 

熊
野
町
熊
野
実
業
補
習
学
校
学
則
 
 

第
一
条
本
校
ハ
熊
野
町
熊
野
実
業
補
習
学
校
卜
称
シ
熊
野
尋
常
 
 

高
等
小
学
校
二
附
設
ス
 
 

第
二
粂
本
校
ハ
実
業
二
従
事
シ
又
ハ
従
事
セ
ソ
ト
ス
ル
モ
ノ
、
 
 
 

為
メ
ニ
簡
易
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
智
識
技
能
ヲ
授
ケ
〔
テ
普
 
 

通
教
育
ノ
補
習
ヲ
ナ
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
 
 

第
三
条
本
校
二
甲
種
料
乙
種
料
別
科
ヲ
置
キ
甲
種
科
ハ
修
業
年
 
 
 

限
ニ
ケ
年
ノ
高
等
小
学
校
卒
業
者
乙
種
科
ハ
尋
常
小
学
校
 
 
 

卒
業
者
又
ハ
高
等
小
学
校
中
途
退
学
者
ヲ
入
学
セ
シ
メ
別
 
 
 

科
ハ
高
等
小
学
校
及
尋
常
小
学
校
卒
業
ノ
女
児
ヲ
入
学
セ
 
 

シ
ム
 
 

66β  



Ⅱ
 
資
 
料
 
編
 
 

第
四
条
本
校
ノ
修
業
年
限
ハ
甲
種
科
ハ
一
ケ
年
ト
シ
乙
種
科
及
 
 

別
科
ハ
各
二
年
ト
ス
 
 

第
五
条
学
年
ハ
四
月
一
日
二
始
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル
 
 

其
授
業
日
ハ
小
学
ノ
授
業
日
：
準
ス
 
 

第
六
条
授
業
時
間
ハ
甲
種
科
ハ
一
日
二
時
間
乙
種
科
二
日
二
 
 
 

時
間
別
科
ハ
一
日
三
時
間
ト
シ
其
終
始
時
刻
ハ
学
校
長
二
 
 

於
テ
適
宜
之
ヲ
定
ム
 
 

第
七
粂
本
校
休
業
日
ハ
凡
テ
小
学
校
ノ
例
二
準
シ
其
他
ハ
農
繁
 
 

期
二
於
テ
左
ノ
通
り
休
業
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 

自
五
月
十
六
日
至
六
月
三
十
日
 
自
十
月
一
日
至
十
一
 
 

月
三
十
日
 
 

第
八
条
本
校
ノ
各
教
科
日
毎
週
教
授
時
数
及
其
程
度
ヲ
定
ム
ル
 
 

コ
ト
左
ノ
如
シ
 
 

教
授
科
目
 
 

農
 
 
業
 
 

商
 
 
業
 
 

算
 
 
術
 
 

修
 
 
身
 
 
 

国
 
 
語
 
 

乙
 
 

種
 
 
 
科
 
 

道
徳
ノ
要
旨
 
 

日
常
須
知
ノ
託
方
汚
 
 

方
綴
方
 
 

整
数
小
数
分
数
珠
算
 
 

（
加
減
乗
除
）
 
 

農
業
ノ
大
要
 
 

商
業
ノ
大
要
 
 

歩
合
界
比
例
珠
 
 

算
（
加
減
乗
除
）
 
 
 

同
上
 
 
 

同
上
 
 
 

664  



第
九
粂
本
校
二
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
保
護
者
ヨ
リ
氏
名
及
 
 

生
年
月
日
ヲ
記
入
シ
タ
ル
願
書
ヲ
退
学
セ
ソ
ト
ス
ル
モ
ノ
 
 

ハ
其
事
由
ヲ
具
シ
タ
ル
屈
容
ヲ
学
校
長
二
差
出
ス
ヘ
シ
 
 

第
十
条
本
校
生
徒
ニ
シ
テ
法
令
規
則
二
違
背
シ
又
ハ
生
徒
ク
ル
 
 

ノ
本
分
ヲ
汚
ス
カ
如
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
情
状
二
 
 

依
り
停
学
又
ハ
退
学
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
 
 

第
十
一
条
本
校
所
定
ノ
教
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
キ
ノ
ニ
ハ
左
記
様
 
 

式
ノ
証
苔
ヲ
授
典
ス
 
 

第
四
章
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

計   
科   

別  

科  
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余
煙
解
決
か
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
で
は
、
紛
糾
を
重
ね
た
小
学
校
移
転
問
題
も
、
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編
 
 
 

去
月
の
町
会
で
絶
対
多
数
を
も
っ
て
移
転
可
決
を
み
た
が
、
さ
 
 

て
最
終
的
決
定
と
も
い
ふ
べ
き
当
局
の
『
許
可
』
を
め
ぐ
っ
 
 

て
、
反
対
派
の
猛
烈
な
阻
止
運
動
も
つ
ひ
に
そ
の
効
を
奏
せ
 
 

ず
、
十
九
日
付
を
も
っ
て
移
転
許
可
の
正
式
通
知
が
同
村
役
場
 
 

に
届
い
た
、
こ
れ
で
予
算
の
編
成
さ
へ
円
滑
に
運
べ
ば
、
直
ち
 
 

に
工
事
に
取
り
か
1
る
も
の
と
み
ら
れ
る
、
数
年
間
に
わ
た
り
 
 

波
瀾
曲
折
の
デ
マ
は
乱
れ
飛
び
、
あ
ま
つ
さ
へ
あ
は
や
血
の
雨
 
 

降
ら
ん
と
し
た
椿
事
ま
で
引
起
し
た
こ
の
間
窟
も
、
移
転
派
の
 
 

努
力
空
し
か
ら
ず
、
桜
咲
く
春
と
と
も
に
完
成
の
一
歩
を
踏
出
 
 
 

し
た
 
 

し
か
し
反
対
派
は
、
い
ま
だ
そ
の
意
気
衰
へ
ず
、
移
転
許
可
に
 
 

な
っ
た
上
は
、
些
少
な
反
対
気
勢
な
ど
あ
け
る
事
は
止
め
て
、
 
 

出
来
区
、
中
溝
区
そ
の
他
を
も
っ
て
離
村
、
熊
野
町
か
ら
お
さ
 
 
 

ら
ば
を
せ
ん
と
い
ふ
悲
壮
な
決
意
を
固
め
、
よ
り
く
協
議
し
 
 
 

つ
1
あ
る
模
様
で
あ
る
 
 

臼
 
 

「
中
国
新
開
」
（
昭
和
十
三
年
三
月
二
十
五
日
）
 
 

県
庁
に
出
か
け
 
 

離
村
の
陳
情
 
 

熊
野
校
移
転
の
極
れ
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
小
学
校
移
転
許
可
が
、
二
十
日
正
式
通
知
に
接
 
 

す
る
や
爾
来
反
対
の
一
手
で
押
し
通
し
て
き
た
、
同
町
出
来
 
 

区
、
中
溝
区
そ
の
他
の
区
民
が
、
か
ゝ
る
上
は
万
止
む
を
得
ず
 
 

と
し
て
反
対
気
勢
ほ
一
先
づ
打
切
り
、
離
村
の
決
意
を
協
議
し
 
 

た
こ
と
は
既
報
の
通
り
で
あ
る
が
、
部
落
民
約
百
五
十
名
は
、
 
 

二
十
三
日
早
朝
三
々
五
々
、
バ
ス
、
徒
歩
ま
た
は
汽
車
を
利
用
 
 

し
て
県
庁
に
押
し
か
け
、
陳
情
に
お
よ
び
、
円
満
に
そ
の
真
意
 
 

せ
い
し
ゆ
く
 
 

ひ
れ
き
 
 

を
披
渡
し
て
、
午
後
静
粛
に
引
あ
げ
た
模
様
で
あ
る
 
 

臼
 
 

「
中
国
新
開
」
（
昭
和
十
四
年
一
月
六
日
）
 
 

第
一
校
移
転
を
廻
る
熊
野
町
政
癌
解
消
 
 

松
本
海
田
市
署
長
が
斡
旋
し
て
 
 

さ
し
も
の
対
立
抗
争
手
打
 
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
で
は
、
過
去
四
年
間
に
わ
た
り
同
町
同
一
小
学
 
 
 

校
の
移
転
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
町
内
七
区
の
住
民
た
ち
に
よ
 
 
 

り
、
賛
否
両
沢
に
わ
か
れ
、
対
立
抗
争
を
継
続
し
、
地
方
其
々
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政
党
有
力
者
ら
も
介
在
し
て
、
屡
々
文
部
省
な
ら
び
に
県
当
局
 
 

へ
出
頭
、
陳
情
運
動
を
行
ふ
な
ど
、
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
紛
 
 

糾
を
続
け
、
両
派
の
感
情
的
確
執
は
、
容
易
に
調
停
な
ら
び
に
 
 

和
解
な
ど
施
す
術
も
な
く
、
そ
の
間
反
対
派
は
全
部
一
致
結
束
 
 

し
て
町
費
の
滞
納
を
行
ひ
、
町
政
の
重
大
問
題
と
し
て
憂
慮
さ
 
 

れ
て
ゐ
た
が
、
反
対
運
動
を
押
し
切
り
、
昨
年
十
一
月
ご
ろ
新
 
 

校
舎
敷
地
も
決
定
、
起
工
に
着
手
さ
れ
、
紛
争
を
尻
目
に
、
工
 
 

事
は
着
々
と
進
捗
、
そ
の
竣
工
の
近
づ
い
た
最
近
、
両
派
の
尖
 
 

鋭
的
感
情
も
次
第
に
融
和
さ
れ
、
聖
戦
下
第
三
年
の
新
春
を
迎
 
 

へ
、
二
日
松
本
海
田
市
署
長
が
自
ら
調
停
に
乗
り
出
し
、
両
派
 
 

を
説
得
し
て
、
こ
1
に
過
去
の
一
切
を
清
算
し
て
、
円
満
な
解
 
 

決
を
み
る
こ
と
に
な
り
多
年
に
わ
た
る
紛
糾
も
、
つ
ひ
に
め
で
 
 

た
い
春
と
と
も
に
、
終
止
符
を
う
た
れ
町
民
全
体
一
致
団
結
し
 
 

て
、
戦
時
下
銃
後
国
民
の
本
分
を
尽
す
べ
く
、
一
路
邁
進
す
る
 
 
 

こ
と
に
な
っ
た
 
 

桓
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
十
四
年
十
一
月
十
六
日
）
 
 

新
校
舎
移
転
落
成
式
 
 

第
四
茸
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

3
9
 
商
業
組
合
結
成
 
 「

中
国
新
開
」
（
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
四
日
）
 
 

熊
野
に
商
業
組
合
を
結
成
 
 

資
本
金
五
千
円
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
で
は
、
過
般
来
同
町
物
品
雑
貨
小
売
商
八
十
数
 
 

名
を
一
九
と
し
て
、
賛
本
金
五
千
円
（
一
株
五
十
円
）
 
の
商
業
 
 

組
合
を
設
立
す
べ
く
発
起
人
総
代
荒
谷
氏
ほ
か
数
氏
が
、
同
商
 
 

工
会
の
後
援
の
も
と
に
奔
走
中
の
と
こ
ろ
、
い
よ
い
よ
満
株
に
 
 

達
し
、
十
三
日
午
後
一
時
か
ら
同
町
西
光
寺
で
、
創
立
総
会
な
 
 

ら
び
に
発
会
式
を
挙
行
し
た
、
な
は
同
日
荒
谷
唯
市
郎
氏
を
議
 
 

長
と
し
て
、
定
款
制
定
の
件
ほ
か
諸
事
項
を
決
議
決
定
し
午
後
 
 
 

五
時
散
会
し
た
 
 

熊
野
第
一
校
 
 

安
芸
郡
熊
野
第
一
小
学
校
で
は
、
十
三
日
午
前
十
蒔
か
ら
伊
藤
 
 

町
長
ほ
か
来
賓
多
数
参
列
の
上
、
新
校
舎
移
転
落
成
式
を
行
ひ
、
 
 

矢
吹
校
長
以
下
職
員
、
生
徒
一
同
木
の
香
か
ぐ
わ
し
い
新
校
舎
 
 

曳
－
つ
モ
う
 
 

に
心
気
一
転
視
爽
と
し
て
学
業
に
精
励
す
る
こ
と
に
な
っ
た
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4
0
 
青
年
学
校
設
置
 
 

熊
野
町
役
場
文
書
（
昭
和
十
五
）
 
 

熊
野
町
青
年
学
校
設
置
二
関
ス
ル
意
見
答
申
ノ
件
 
 

昭
和
十
五
年
二
月
七
日
本
県
知
事
ヨ
リ
左
記
ノ
通
り
熊
野
町
会
 
 

二
諮
問
ア
リ
ク
ル
ニ
付
別
紙
ノ
通
り
答
申
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
 
 

昭
和
十
五
年
三
月
十
二
日
提
出
 
 

熊
野
町
長
 
伊
 
藤
 
実
 
雄
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
 
 

青
年
学
校
令
第
二
十
四
条
ノ
規
程
二
依
り
其
ノ
町
ノ
区
域
内
二
 
 

於
ケ
ル
義
務
就
学
者
ヲ
就
学
セ
シ
ム
べ
キ
青
年
学
校
ヲ
左
記
／
 
 

通
り
走
メ
ソ
ト
ス
 
 

伍
テ
青
年
学
校
令
第
l
一
十
五
条
二
依
り
其
ノ
町
ノ
意
見
ヲ
諮
フ
 
 

昭
和
十
五
年
二
月
七
日
 
 広

島
県
知
事
 
相
 
川
 
膵
 
六
 
 

記
 
 

一
、
校
数
 
弐
 
 

二
、
位
置
 
 

安
芸
郡
熊
野
三
千
五
首
十
三
番
地
 
 

4
1
 
婦
徳
高
女
生
勤
労
奉
仕
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
十
七
年
六
月
二
十
八
日
）
 
 

婦
徳
高
女
生
奉
仕
 
 

熊
野
町
内
へ
六
訳
出
動
 
 

教
室
か
ら
実
践
的
教
育
に
乗
出
し
た
『
制
服
の
処
女
』
達
の
農
 
 

繁
期
共
同
炊
事
場
に
措
く
健
気
な
奉
仕
朗
景
〓
‖
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
私
立
婦
徳
高
女
生
徒
は
同
農
繁
期
可
憐
な
乙
女
 
 

部
隊
と
し
て
、
同
町
各
部
落
恵
区
の
労
力
援
助
に
出
動
、
菱
刈
 
 
 

答
 
申
 
書
 
 

昭
和
十
五
年
二
月
七
日
社
数
第
六
九
号
ヲ
以
テ
御
諮
問
相
成
候
 
 

熊
野
町
青
年
学
校
設
置
ノ
件
 
 

右
ハ
御
諮
問
ノ
通
り
異
存
無
之
此
段
答
申
慎
也
 
 

昭
和
十
五
年
三
月
 
日
 
 

熊
野
町
長
 
伊
 
藤
 
実
 
雄
 
 

広
島
県
知
事
相
川
勝
六
殿
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
 
 
首
 
 
番
地
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か
ら
田
植
の
勤
労
率
仕
と
一
鱒
ぐ
ま
し
い
ま
で
の
健
闘
を
続
け
、
 
 

一
般
町
民
か
ら
心
か
ら
な
る
感
謝
を
浴
び
て
ゐ
る
が
、
就
中
同
 
 

校
四
年
生
六
十
二
名
は
共
同
炊
事
奉
仕
隊
を
編
成
、
町
内
四
十
 
 

七
ケ
所
に
設
置
さ
れ
た
共
同
炊
事
組
合
中
の
模
範
的
な
六
組
合
 
 

に
出
動
、
去
る
二
十
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で
の
二
十
日
問
前
後
 
 

期
の
二
組
に
分
れ
、
各
六
班
を
編
成
一
班
五
、
六
名
づ
ゝ
が
十
 
 

日
間
の
交
代
制
で
六
部
落
の
全
戸
数
の
一
切
の
賄
ひ
を
引
受
け
 
 

一
日
四
回
の
給
食
を
実
施
、
教
材
を
実
地
の
美
味
な
巣
意
料
理
 
 

の
献
立
に
農
民
一
同
を
喜
ば
し
て
ゐ
る
が
同
炊
事
班
の
特
色
は
 
 

普
通
炊
事
組
合
に
み
る
朝
食
を
省
い
た
配
食
法
と
異
り
完
成
な
 
 

食
事
配
給
組
合
の
如
く
、
間
食
、
朝
、
夕
食
の
四
回
を
賄
ふ
た
 
 

め
、
こ
の
間
農
家
は
一
切
の
飯
措
へ
の
労
力
が
省
け
る
と
と
も
 
 

に
、
作
業
能
率
の
増
進
、
過
労
防
止
、
生
活
費
の
廉
価
に
大
い
 
 

に
役
立
ち
、
一
方
栄
養
保
健
に
よ
る
体
力
の
消
耗
を
防
ぐ
な
 
 

ど
、
一
石
四
、
五
鳥
の
効
果
を
示
し
て
ゐ
る
 
 

な
ほ
郡
幾
会
で
は
同
校
の
献
身
的
な
農
繁
期
奉
仕
に
絶
讃
を
お
 
 

く
る
と
と
も
に
猪
野
校
長
夫
人
以
下
語
数
論
の
熱
心
な
指
導
に
 
 

対
し
て
感
激
し
て
ゐ
る
 
 

第
四
茸
 
近
二
現
代
の
資
料
 
 
 

4
2
 
供
麦
問
題
 
 

H
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
二
十
五
年
十
月
二
十
一
日
）
 
 

依
然
難
航
続
く
 
 

熊
野
供
麦
 
 

供
麦
に
難
航
を
続
け
る
安
芸
郡
熊
野
町
は
十
八
日
現
在
よ
う
や
 
 

く
未
完
了
八
十
一
石
の
緩
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
が
そ
の
ま
ま
ス
ト
 
 

ッ
プ
、
地
車
所
や
町
当
局
の
口
語
も
む
な
し
く
〃
昨
年
産
米
の
 
 

水
増
し
を
解
決
せ
ね
ば
〃
と
未
供
出
者
九
十
三
名
は
岩
の
如
く
 
 

動
く
気
配
す
ら
な
い
 
 
 

同
町
を
除
き
郡
下
二
十
ケ
町
村
は
さ
き
に
完
了
、
郡
進
行
率
九
 
 

九
・
一
％
と
熊
野
町
の
未
完
了
で
一
〇
〇
％
完
納
を
阻
ま
れ
て
 
 
 

い
る
 
 
 

地
車
所
側
で
は
躍
起
と
な
り
町
当
局
に
強
硬
勧
告
を
発
し
て
い
 
 

る
が
、
強
権
発
動
も
出
し
か
ね
る
当
局
者
の
弱
味
を
露
呈
し
て
 
 

い
る
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⇔
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
l
一
十
五
年
十
一
月
一
日
）
 
 

熊
野
町
の
供
麦
、
 
 

依
然
難
行
 
 

供
麦
で
難
行
を
続
け
る
安
芸
郡
熊
野
町
で
は
二
十
九
日
現
在
あ
 
 

と
七
十
石
の
線
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
が
、
今
な
お
未
了
者
は
六
十
 
 

玉
名
で
当
局
側
の
月
余
に
わ
た
る
懇
請
も
空
し
く
全
く
カ
メ
の
 
 

よ
う
な
足
ど
り
…
…
 地
車
所
で
も
手
を
焼
い
た
形
だ
っ
た
が
傍
 
 

観
も
で
き
ず
三
十
二
二
十
一
の
両
日
応
援
隊
十
名
を
編
成
し
て
 
 

戸
別
訪
問
の
督
励
隊
を
繰
り
出
し
た
l
方
警
察
側
も
食
糧
緊
急
 
 

措
置
法
の
第
一
粂
に
も
と
づ
き
食
調
委
の
要
請
が
あ
れ
ば
強
権
 
 

発
動
も
辞
さ
な
い
強
腰
を
見
せ
て
い
る
 
 

未
了
農
家
側
ほ
〃
出
さ
ず
に
す
ま
す
悪
い
料
簡
は
持
っ
て
い
な
 
 

い
、
問
題
は
昨
年
産
米
水
増
し
の
解
決
で
あ
り
、
常
に
正
直
者
 
 

が
バ
カ
な
目
を
み
る
訳
の
も
の
で
も
な
か
ろ
う
〃
と
腹
を
す
え
 
 

た
形
で
あ
る
 
 

臼
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
三
日
）
 
 

町
長
辞
表
を
提
出
 
 

熊
野
町
 
供
蒙
不
振
か
ら
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
長
光
本
岩
畳
氏
は
供
麦
問
題
に
閲
し
農
民
の
納
 
 

得
を
得
ら
れ
ず
昨
年
の
〃
供
米
水
増
し
割
当
〃
の
自
ら
措
い
た
 
 

種
を
刈
取
る
結
果
と
な
り
、
つ
い
に
二
日
朝
世
良
同
町
会
議
長
 
 

の
も
と
に
辞
表
を
提
出
し
た
 
 

町
会
で
は
同
夜
緊
急
協
議
会
を
開
き
、
こ
れ
が
受
理
か
否
か
を
 
 

決
定
す
る
 
 

町
長
退
陣
の
事
態
急
転
に
伴
い
感
情
問
層
化
し
て
い
た
供
麦
問
 
 

題
も
町
長
引
責
で
一
切
が
水
に
流
さ
れ
る
模
様
で
、
過
重
割
当
 
 

に
よ
り
供
出
困
難
な
老
に
は
友
愛
供
出
し
て
も
完
納
す
る
の
空
 
 

気
に
一
変
し
、
五
日
を
待
た
ず
全
町
完
納
の
見
通
し
で
あ
る
 
 

輯
 
 

「
中
国
新
関
」
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
三
日
）
 
 

水
増
し
問
題
解
決
が
さ
き
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農
家
頑
張
る
 
 

安
芸
地
方
事
務
所
で
ほ
管
内
唯
一
の
供
麦
未
了
の
熊
野
町
へ
三
 
 

十
、
一
の
両
日
督
励
隊
を
繰
り
出
し
未
了
者
六
十
名
（
六
十
二
 
 

石
八
斗
）
の
戸
別
懇
請
を
行
っ
た
が
、
十
四
名
（
七
・
五
石
）
 
 

が
二
、
三
日
中
に
完
納
を
確
約
し
た
ほ
か
十
九
名
（
十
三
石
）
 
 

は
努
力
す
る
と
逃
げ
、
残
り
二
十
七
名
（
四
一
二
ハ
石
）
は
正
 
 

直
者
が
バ
カ
を
み
な
い
よ
う
前
年
産
米
の
水
増
し
問
題
を
解
決
 
 

せ
ね
ば
供
出
に
応
じ
な
い
と
頑
張
っ
て
い
る
 
 

町
当
局
も
始
ま
っ
た
供
米
と
ダ
ブ
リ
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
苦
境
に
 
 

大
弱
り
の
態
で
あ
る
 
 

困
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
）
 
 

強
権
発
動
か
 
 

熊
野
の
供
麦
依
然
難
航
 
 

安
芸
郡
熊
野
町
の
供
麦
は
十
五
日
現
在
で
未
納
量
三
十
四
石
九
 
 

斗
（
未
供
出
農
二
十
八
戸
）
と
依
然
〝
カ
メ
の
歩
み
″
の
難
航
 
 

ぶ
り
を
示
し
て
い
る
、
町
長
の
退
陣
で
早
急
完
了
が
予
想
さ
れ
 
 

第
四
章
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

4
3
 
自
治
警
察
廃
止
 
 

「
中
国
新
関
」
（
昭
和
二
十
」
ハ
年
八
月
九
日
）
 
 

住
民
投
票
二
割
の
低
調
 
 

熊
野
町
の
自
治
警
廃
止
決
る
 
 

広
島
県
安
芸
郡
熊
野
町
の
自
治
窄
存
廃
の
住
民
投
票
は
七
日
施
 
 

行
さ
れ
た
が
、
町
民
の
関
心
が
極
め
て
う
す
く
投
票
率
は
二
割
 
 

一
分
四
厘
と
い
う
低
調
ぶ
り
で
、
午
後
六
時
締
切
り
と
同
時
に
 
 

開
票
を
行
っ
た
結
果
、
有
権
者
数
五
、
二
一
三
、
投
票
数
一
、
 
 

〓
三
、
棄
権
者
数
四
一
〇
〇
で
廃
止
賛
成
八
六
七
、
反
対
一
 
 

九
九
、
無
効
四
七
で
町
議
会
の
議
決
通
り
廃
止
と
決
定
、
県
下
 
 

で
三
番
目
の
自
警
廃
止
町
と
決
っ
た
 
 

た
が
未
だ
こ
の
始
末
、
安
芸
地
方
事
務
所
で
は
毎
年
な
が
ら
同
 
 

町
の
食
糧
供
出
の
難
航
は
県
下
の
定
評
も
の
だ
け
に
捨
て
て
は
 
 

お
け
ず
、
い
よ
い
よ
食
確
法
と
緊
急
措
置
令
の
二
本
建
て
で
大
 
 

詰
戦
を
展
開
す
る
模
様
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4
4
 
中
間
都
市
案
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
十
八
日
）
 
 

中
間
都
市
案
に
編
入
を
 
 

安
芸
城
東
縮
野
町
長
が
要
望
 
 

安
芸
郡
町
村
議
長
会
で
は
十
六
日
午
前
十
時
か
ら
他
事
所
会
議
 
 

室
で
十
月
定
例
会
を
開
き
、
町
村
合
併
促
進
、
県
庁
舎
寄
付
金
 
 

問
題
な
ど
協
議
し
た
が
、
過
般
の
臨
時
町
村
会
で
提
示
し
た
町
 
 

村
合
併
計
画
案
に
つ
い
て
質
疑
が
試
み
ら
れ
た
が
城
本
氏
（
熊
 
 

野
町
）
か
ら
海
田
市
町
ほ
か
入
力
町
村
合
併
の
中
間
都
市
案
に
 
 

熊
野
町
を
は
ぷ
い
て
い
る
こ
と
は
地
理
的
に
み
て
同
町
が
将
来
 
 

高
原
地
帯
の
孤
児
の
運
命
を
み
る
の
で
、
同
合
併
計
画
の
中
に
 
 

熊
野
町
も
含
め
て
ほ
し
い
と
要
望
が
あ
っ
た
 
 

熊
野
町
ほ
人
口
九
、
二
九
一
名
、
面
積
三
四
・
四
四
キ
ロ
で
同
 
 

町
を
加
え
た
九
力
町
村
の
中
間
郡
市
構
想
ほ
穀
倉
他
の
熊
野
町
 
 

を
加
え
て
理
想
的
な
都
市
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
 
 

総
人
口
は
六
万
四
千
八
百
七
十
六
名
、
面
積
一
〇
七
・
九
四
キ
 
 

ロ
で
人
口
で
は
尾
道
、
三
原
両
市
を
約
一
千
余
し
の
ぐ
こ
と
に
 
 

な
る
 
 

4
5
 
道
路
拡
張
期
成
同
盟
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
十
八
日
）
 
 

近
く
期
成
同
盟
結
成
 
 

熊
野
1
矢
野
間
道
路
拡
張
 
 

安
芸
郡
熊
野
－
矢
野
両
町
間
の
道
路
拡
張
計
画
は
熊
野
町
民
の
 
 

か
ね
て
の
宿
願
で
、
七
曲
り
の
長
い
熊
野
峠
の
う
ち
中
腹
か
ら
 
 

山
ろ
く
に
か
け
て
は
矢
野
町
区
域
で
、
狭
い
道
に
車
の
待
避
所
 
 

も
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
自
動
車
運
行
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
て
 
 

い
る
が
、
矢
野
町
寄
り
の
同
路
面
の
拡
張
は
家
屋
が
建
並
ん
で
 
 

ほ
と
ん
ど
不
可
能
祝
さ
れ
、
中
腹
の
□
原
付
近
か
ら
新
規
路
線
 
 

を
設
け
る
以
外
に
は
手
が
な
く
、
工
事
施
行
区
域
は
全
部
矢
野
 
 

町
区
域
で
さ
し
て
路
面
拡
張
の
要
を
感
じ
な
い
受
身
の
側
の
矢
 
 

野
町
で
は
熊
野
町
の
熱
意
の
度
合
を
待
つ
格
好
に
あ
っ
た
 
 

今
回
漸
く
放
熱
し
た
か
熊
野
，
矢
野
両
町
は
じ
め
路
面
利
用
に
 
 

関
係
あ
る
黒
瀬
村
（
賀
茂
）
海
田
市
、
東
海
田
町
な
ど
関
係
町
 
 

村
で
熊
野
－
矢
野
線
道
路
拡
張
期
成
同
盟
を
つ
く
り
、
産
業
開
 
 

発
五
か
年
計
画
に
基
づ
く
生
産
道
路
編
入
へ
の
陳
情
運
動
を
起
 
 

す
こ
と
に
な
り
、
近
く
同
盟
会
発
会
式
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
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4
6
 
県
営
熊
野
団
地
 
 

H
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
四
十
年
八
月
十
七
日
）
 
 

宅
地
難
緩
和
へ
熊
野
団
地
 
 

＝
県
、
1
0
月
か
ら
造
成
工
事
＝
 
 

来
年
末
に
は
一
部
分
譲
 
 
 

宅
地
難
を
緩
和
す
る
た
め
県
が
安
芸
郡
鯖
野
町
地
区
（
一
部
 
 

呉
市
）
 
に
計
画
中
の
熊
野
団
地
は
、
九
月
末
ま
で
用
地
買
収
を
 
 

終
わ
り
、
十
月
か
ら
造
成
工
事
に
か
か
る
、
完
成
は
四
十
三
年
 
 

三
月
の
予
定
だ
が
、
工
事
の
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
分
譲
す
る
 
 

た
め
、
四
十
一
年
十
二
月
に
ほ
第
一
回
の
分
譲
を
予
定
し
て
い
 
 
 

る
 
 

熊
野
田
地
計
画
は
総
事
業
費
九
億
二
千
六
百
九
十
万
円
で
三
 
 

十
九
年
度
か
ら
始
め
ら
れ
た
、
計
画
地
区
は
安
芸
郡
熊
野
町
、
 
 

第
四
章
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

目
下
の
計
画
で
は
峠
の
中
腰
□
原
か
ら
新
規
路
線
を
設
け
矢
野
 
 

町
か
ら
海
田
市
町
区
域
に
通
す
考
え
で
あ
る
 
 

大
字
平
野
谷
、
同
河
角
、
呉
市
押
込
町
に
わ
た
る
地
域
の
五
十
 
 

七
万
八
千
五
首
平
方
メ
ー
ト
ル
 
（
十
七
万
五
千
坪
）
で
、
広
島
 
 

市
の
中
心
部
か
ら
バ
ス
で
五
十
分
の
と
こ
ろ
、
造
成
地
の
う
ち
 
 

半
分
に
当
た
る
三
十
万
六
千
七
首
平
方
メ
ー
ト
ル
 
（
九
万
三
千
 
 

坪
）
を
住
宅
用
地
に
、
残
り
半
分
は
道
路
、
公
園
、
広
場
、
学
 
 

校
、
病
院
な
ど
の
公
共
施
設
用
地
に
あ
て
ら
れ
る
、
完
成
す
れ
 
 

ば
人
口
八
千
人
の
新
し
い
町
が
生
ま
れ
る
 
 
 

造
成
用
地
を
宅
地
の
ま
ま
で
分
譲
す
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
 
 
 

は
県
住
宅
公
社
の
建
て
売
り
住
宅
に
よ
る
分
譲
に
す
る
か
に
つ
 
 

い
て
は
、
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
い
、
分
譲
住
宅
の
場
合
は
、
 
 

公
営
住
宅
五
首
戸
、
産
労
住
宅
五
百
戸
、
個
人
住
宅
千
戸
、
計
 
 

二
千
戸
を
予
定
し
て
い
る
 
 

目
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
四
十
一
年
四
月
五
日
）
 
 
 

熊
野
町
な
ど
に
約
千
戸
 
 

県
住
宅
公
社
新
年
度
計
画
決
め
る
 
 

県
住
宅
供
給
公
社
（
理
事
長
、
永
野
知
事
）
 
は
四
日
県
庁
で
理
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事
会
を
開
き
、
新
年
度
の
事
業
計
画
と
し
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
 
 

住
宅
な
ど
九
首
五
十
〓
P
を
安
芸
郡
熊
野
町
や
福
山
市
な
ど
 
 

に
、
総
事
業
費
二
十
一
億
七
千
万
円
で
建
設
す
る
こ
と
を
決
め
 
 

九
首
五
十
一
戸
の
内
訳
は
、
建
設
省
か
ら
の
割
り
当
て
で
こ
と
 
 

し
初
め
て
建
設
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
住
宅
五
亘
戸
（
事
業
費
九
 
 

億
五
千
万
円
）
と
、
従
来
か
ら
あ
る
長
期
分
譲
住
宅
四
百
五
十
 
 

一
戸
 
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
住
宅
は
二
D
K
 
（
建
て
面
積
四
十
九
・
五
平
方
 
 

メ
ー
ト
ル
）
ま
た
は
三
D
K
 
（
同
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
 
で
、
 
 

入
居
希
望
者
は
地
代
を
含
む
分
譲
代
金
百
八
十
五
－
二
百
十
万
 
 

円
の
う
ち
八
十
－
九
十
万
円
を
一
年
間
ま
た
は
二
、
三
年
間
で
 
 

積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
今
年
度
建
設
さ
れ
る
の
は
こ
 
 

の
う
ち
一
年
も
の
 
 

建
設
場
所
は
安
芸
郡
熊
野
町
三
百
三
十
戸
を
は
じ
め
、
呉
市
、
 
 

安
佐
郡
可
部
町
、
福
山
市
が
そ
れ
ぞ
れ
五
十
戸
、
賀
茂
那
西
条
 
 

町
二
十
戸
で
、
入
居
で
き
る
の
ほ
来
年
七
月
ご
ろ
、
五
首
戸
の
 
 

入
居
中
し
込
み
の
受
け
付
け
ほ
五
月
に
開
始
す
る
が
、
来
年
度
 
 

目
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
四
十
二
年
五
月
十
一
日
）
 
 

県
営
二
十
三
戸
が
ア
ク
ビ
 
 

交
通
不
便
と
資
格
制
限
で
 
 

住
宅
難
の
お
り
、
安
芸
郡
熊
野
町
に
新
築
し
た
県
営
住
宅
三
十
 
 

七
戸
の
う
ち
、
二
十
三
戸
は
、
入
居
条
件
が
整
い
な
が
ら
二
ケ
 
 

月
近
く
あ
き
家
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
、
一
戸
平
均
九
十
六
万
 
 

五
千
円
を
か
け
て
建
設
し
た
の
に
入
居
者
の
見
通
し
が
立
た
 
 

ず
、
地
元
で
は
「
県
費
の
む
だ
使
い
」
と
の
声
が
出
て
い
る
 
 

こ
の
住
宅
ほ
、
簡
易
耐
火
の
平
定
建
て
で
、
間
取
り
は
二
間
と
 
 

台
所
米
食
堂
が
あ
る
、
低
所
得
者
対
象
の
t
一
種
住
宅
と
し
て
三
 
 

月
末
、
建
設
し
た
が
、
建
設
費
が
高
く
つ
い
た
た
め
他
の
二
種
 
 

住
宅
よ
り
家
賃
が
高
く
月
三
千
五
首
円
、
広
島
市
か
ら
は
パ
ス
 
 

で
五
十
分
の
距
離
で
あ
る
う
え
、
通
勤
費
が
月
三
千
八
百
円
も
 
 

か
か
る
、
さ
ら
に
公
営
住
宅
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
入
居
者
資
 
 
 

以
後
建
設
す
る
二
年
も
の
住
宅
百
五
十
四
戸
分
と
三
年
も
の
首
 
 

四
戸
分
も
同
時
に
受
け
付
け
る
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格
で
は
扶
養
家
族
一
人
で
税
込
み
約
三
万
八
百
円
、
二
人
で
三
 
 

万
三
千
三
富
円
、
三
人
で
三
万
五
千
八
百
円
以
下
で
な
い
と
入
 
 

居
で
き
な
い
、
こ
れ
ら
の
条
件
に
合
っ
た
人
ほ
少
な
く
再
度
の
 
 

募
集
で
十
四
世
帯
の
入
居
が
精
い
っ
ぱ
い
の
現
状
で
、
県
は
 
 

「
こ
れ
以
上
の
入
居
は
困
難
」
と
サ
ジ
を
投
げ
た
形
 
 

呉
市
此
ノ
原
、
安
佐
郡
可
部
町
の
県
営
二
種
住
宅
が
あ
き
家
の
 
 

ま
ま
だ
っ
た
二
月
、
県
会
本
会
議
で
 
「
人
気
の
た
い
県
営
住
 
 

宅
」
 
の
原
田
が
追
及
さ
れ
た
、
こ
の
と
き
永
野
知
事
は
 
「
早
急
 
 
 

に
入
居
条
件
を
緩
和
す
る
な
ど
の
対
策
を
立
て
る
」
と
答
え
 
 

た
、
し
か
し
「
公
営
住
宅
法
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
限
り
、
 
 

ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
県
営
住
宅
課
は
言
っ
て
い
る
 
 
 

県
ほ
、
法
改
正
に
よ
る
入
居
条
件
緩
和
を
政
府
な
ど
に
働
き
か
 
 
 

け
て
い
る
が
〃
あ
き
家
〃
の
状
態
は
当
分
続
き
そ
う
と
県
営
住
 
 

宅
課
は
話
し
て
い
る
 
 
 

輯
 
 

「
中
国
新
聞
」
（
昭
和
由
十
二
年
六
月
十
日
）
 
 

広
島
瓦
斯
に
認
可
、
熊
野
団
地
の
ガ
ス
供
給
、
 
 

第
四
章
 
近
・
現
代
の
資
料
 
 

年
内
に
は
完
全
 
 

広
島
瓦
斯
な
ど
三
者
競
麒
の
形
で
計
画
を
進
め
て
い
た
熊
野
団
 
 

地
の
ガ
ス
供
給
は
、
こ
の
ほ
ど
通
産
省
か
ら
広
島
瓦
斯
へ
認
可
 
 

が
お
り
、
同
社
が
来
年
一
月
か
ら
一
部
供
給
を
始
め
る
 
 

熊
野
住
宅
田
地
は
安
芸
郡
熊
野
町
平
谷
、
川
角
、
上
山
、
火
原
 
 

地
区
と
呉
市
押
込
町
の
一
部
に
ま
た
が
っ
て
い
る
、
同
団
地
へ
 
 

ガ
ス
供
給
計
画
は
同
社
の
ほ
か
地
元
の
熊
野
町
農
協
、
県
ガ
ス
 
 

開
発
が
兢
願
し
て
い
た
 
 

広
島
瓦
斯
が
九
月
発
表
し
た
計
画
に
よ
る
と
、
四
十
四
年
度
の
 
 

予
想
戸
数
二
千
百
二
十
戸
を
対
象
に
年
間
約
二
十
万
立
方
メ
ー
 
 

ト
ル
 
（
都
市
ガ
ス
換
算
）
 
の
L
P
ガ
ス
を
供
給
す
る
、
こ
の
た
 
 

め
十
五
ト
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
タ
ン
ク
を
熊
野
町
川
角
地
区
の
丘
陵
 
 

地
に
建
設
し
、
導
管
延
長
な
ど
の
供
給
設
置
合
わ
せ
て
五
千
七
 
 

百
t
一
十
万
円
の
建
設
費
で
今
月
中
旬
か
ら
着
工
十
二
月
い
っ
ぱ
 
 

い
で
完
成
さ
せ
る
、
こ
れ
で
同
社
は
広
島
市
牛
田
町
の
香
鯉
園
 
 

団
地
な
ど
三
つ
の
住
宅
団
地
へ
ガ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
る
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